
「かかりつけ医機能報告制度」について

福井県健康福祉部健康医療局地域医療課

資料４



1

厚生労働省 令和7年1月31日
かかりつけ医機能報告制度に係
る自治体向け説明会 資料 抜粋



2

厚生労働省 令和7年1月31日
かかりつけ医機能報告制度に係
る自治体向け説明会 資料 抜粋



3

厚生労働省 令和6年10月17日
新たな地域医療構想等に関する
検討会 資料 抜粋



4

厚生労働省 令和6年10月17日
新たな地域医療構想等に関する
検討会 資料 抜粋



5

厚生労働省 令和6年10月17日
新たな地域医療構想等に関する
検討会 資料 抜粋



6

具体的な協議のイメージ（「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン」より）



R7.6月末に作成
→ 県から7月初に周知

県⇒各医療機関へ通知予定

G-MISによる報告
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「地域医療構想調整会議」、「医療・介護の連携
体制づくりのための協議の場」を想定



• 医療機関や在宅医療関係者、保険者、市町等が参加している「地域医療構想調整会議」において協議を想定

• また、各地域における「医療・介護の連携づくりのための協議の場」においても、適宜検討の参考となる「かかりつけ医機

能報告」の結果を掲示

• 対象は特定機能病院（福井大学医学部附属病院）および歯科診療所を除く医療機関（病院、有床および無床診療所）

• R7.１１月頃に県から医療機関へ報告依頼を通知

• R8.１月から３月までにG-MISにより報告いただきたい。

• R8.４月以降、報告された内容等について県ホームページに公開

まとめ（県からの依頼事項等）
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かかりつけ医機能報告について（医療機関）

令和8年度以降も同様の報告スケジュールを想定

外来医療に関する地域の関係者との協議の場について（市町、医療機関、関係団体等）

• 安心して医療を受けられるようにするためには、かかりつけ医を持つことなど

「上手な医療のかかり方」への理解が重要

＜「上手な医療のかかり方」の例＞

・ かかりつけ医をもつ、大病院は紹介状をもって受診

・ 時間外受診は極力控える

・ 救急医療電話相談（＃７１１９、＃８０００）を活用

• 県では県医師会と連携し、パンフレットや動画制作、SNS等により普及啓発を実施中
県公式X
「かかりつけ医、
もとっさ！２９１」

【参考】「上手な医療のかかり方」について
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